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令和３年度前期監査の結果について 

 地方自治法第１９９条第１項、第４項及び第７項の規定に基づき監査を実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を提出します。 
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本報告書の監査の結果における【指摘】及び【意見】の内容は、次のとおりである。 

【指摘】 法令等に違反し、又は不当と認められるため是正を要する事項 

【意見】 法令等に違反するものではないが、経済性、効率性、有効性等の観点から 
改善を求める事項



 第１ 部局監査 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、財務に関する事務（以下「財

務事務」という。）の執行について、次のとおり監査を実施した。 

１ 監査の対象 

部     局 監査対象期間 

経営戦略部 

経営戦略課 秘書課 東京事務所 

市政発信課 国際まちづくり推進課 

情報戦略課 

令和２年４月１日 

    ～ 

令和３年３月３１日 

総務部 

庶務課 人事課 契約課 情報システム課 

技術管理課 法務課 行政改革推進課 

用地審査課 財産管理課 

地域振興部 

地域支援課 旭支所 足助支所 稲武支所 

小原支所 上郷支所 猿投支所 下山支所 

高岡支所 高橋支所 藤岡支所 松平支所 

交通安全防犯課 防災対策課 

選挙管理委員会事務局 

２ 監査の実施期間 

令和３年４月１９日から９月１３日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、財務事務の執行に係る関係書類（別記１）の提出

を求め、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点で確認した。あわせて、現場の状況

確認及び関係職員からの聴き取りを行った。 

なお、財務事務における重要性を考慮するとともに、監査の継続性を確保するため、

以下の監査項目を設定し、最近の監査において是正を要すると認められた事項などから、

特にリスクが高い事項として「補助金等交付事務」を重点監査項目に定め、重点的に確

認した。 

（１）財務に関する事務の監査項目 

① 収入事務 

  ② 補助金等交付事務 

  ③ 委託業務 

  ④ 公有財産の管理 

  ⑤ 物品の管理 

  ⑥ 公金外現金の取扱い 
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（２）経営に係る事業の監査項目 

① 事業管理 

  ② 経営管理 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

さらに、各部局における主要な事業の進捗についても、重点目標も含め、聴き取りを

行った。 

４ 監査の結果

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下に掲げるとおり、是正を要する事項【指摘】及び改善を求める事項【意

見】が見受けられたので、速やかに所要の措置を検討し、実施するなど、再発防止又は

改善に向けた取組を求める。あわせて、監査の過程における助言についても、参考とさ

れたい。 

№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

1 収入事務 【指摘】 

 豊田市予算決算会計規則第３８条におい

て、調定後に納入の通知をしなければなら

ないと定められているが、調定前に納入の

通知がされていた。 

足助支所 行政財産目的

外 使 用 許 可

（御内製作工

房 鼎館） 

2  【指摘】 

 自動販売機設置に係る土地貸付料につい

ては当該年度の純利益から貸付料を算定す

べきところ、前年度の純利益から算定して

いた。 

高橋支所 土地建物貸付

収入（高橋支

所） 

3  【指摘】 

 原符（領収書の控え）の取扱いにおいて、

領収印が無いもの、金額欄に￥字が冠され

ていないもの及び書き損じ等のため未発行

となった際に、失効表示がされていないも

のがあった。 

稲武支所 県収入証紙売

払金 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

4 補助金等

交付事務 

【意見】 

 豊田市地域振興事務交付金交付要綱第８

条において、実績報告書の内容を審査し、

適当と認めたときに交付金確定通知書を自

治区に送付するものとされているが、地域

振興事務交付金の支払事務に係る手引書で

は、交付金確定通知書を自治区に送付した

後に実績報告書（自治区の総会資料）のチ

ェックを行うこととされており、手順の整

合がとれていない。 

 手順の整合が取れるよう手引書を見直さ

れたい。 

地域支援

課 

豊田市地域振

興事務交付金

5  【意見】 

 豊田市地域振興事務交付金交付要綱第８

条で行うこととされている実績報告書（自

治区の総会資料）の内容の審査において、

自治区の総会資料の記載に不備があり、自

治区にその詳細を確認した場合に、当該確

認した内容が残されていなかった。 

自治区に確認した場合は、その証跡を残

し、後日においても確認できるよう事務を

改善されたい。 

下山支所  

6  松平支所  

7 【指摘】 

 豊田市自主防災事業補助金交付要綱別表

第１において、「処分費、撤去費は対象外」、

「造成工事費は除く。」とあるが、外構工事

（ブロック撤去・処分費、舗装切断・取壊、

アスファルト運搬処理費）に係る費用が補

助対象経費から除かれていなかった。 

 豊田市自主防

災事業補助金

（岩倉東自主

防災会） 

- 3 -



№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

8 補助金等

交付事務 
【指摘】 

 豊田市自治区活動備品整備事業補助金交

付要綱第１０条第１号において、見積金額

が１者１０万円以上となる場合は、同一型

番のもので２者以上の見積書の写しを交付

申請書に添付して提出することとされてい

るが、１者の見積書の写ししか添付されて

いなかったにもかかわらず、そのまま受理

され、交付決定されていた。 

稲武支所 自治区活動備

品整備事業補

助金（桑原町

自治区） 

9 【指摘】 

 実績報告書に添付された領収書におい

て、宛名が補助事業者名でなく、また、支

払（振込み）のために使用された口座も市

の補助金が概算払された補助事業者の口座

からではなく、他の個人の口座からとなっ

ていたが、そのまま受理されていた。 

 わくわく事業

補助金（わく

わく稲武キャ

ン プ 場 準 備

会） 

10 【指摘】 

 補助事業者が行った備品購入において、

０円で査定された備品（小田木景観案内看

板）を購入していたが、当該備品を購入す

るのであれば計画変更承認申請が必要なと

ころ、計画変更承認申請が行われていなか

った。

 わくわく事業

補助金（小田

木の景観を愛

する会） 

11 【指摘】 

 実績報告書に添付された収支決算書及び

変更承認申請書に添付された予算書におい

て、一致しなければならない収入の部の合

計と支出の部の合計が一致していなかった

が、そのまま受理されていた。 

 わくわく事業

補助金（OPEN 

INABU 実行委

員会） 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

12 補助金等

交付事務 
【指摘】 

 補助事業者が行った備品購入において、

２者見積りで安価であった者から備品を購

入するのではなく、見積りをとった２者か

ら分けて購入していたが、そのまま実績報

告書が受理されていた。 

稲武支所 わくわく事業

補助金（OPEN 

INABU 実行委

員会） 

13 【指摘】 

 補助事業者が行った備品購入において、

購入した数量が交付申請時の１２から１０

に減っており、計画変更承認申請が必要な

ところ、計画変更承認申請が行われていな

かった。 

14 【指摘】 

 交付申請書に添付された備品購入に係る

２者見積書において、見積書の品目の一部

が２者で異なっており、比較できないもの

であったが、そのまま受理され、交付決定

されていた。 

15 【指摘】 

 豊田市財産区まちづくり支援交付金交付

要綱第１０条に基づき交付金を精算し、余

剰金が生じた場合は市に返還等を行うこと

とされている。当該余剰金の計算について

は、豊田市財産区まちづくり支援交付金の

事務処理に関する内規第５項に基づき余剰

金を算出することとなっているが、当該余

剰金の算出において、本来算入すべきでな

い翌年度への繰越金を交付対象額に算入し

たため、余剰金が０円となっていた。 

 豊田市財産区

まちづくり支

援交付金 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

16 補助金等

交付事務 

【指摘】 

 豊田市職務権限規程別表第２において、

１，０００万円超３，０００万円以下の補

助金に係る予算執行伺の決定者は副部長と

定められているが、当該補助金額は１，５

００万円余であるにもかかわらず、課長（支

所長）が決定していた。 

稲武支所 観光振興団体

事業補助金 

17 委託業務 【指摘】  

 豊田市職務権限規程別表第１において、

１，０００万円超３，０００万円以下の委

託費積算書の決定者は副部長と定められて

いるが、当該委託に係る積算金額は１，８

００万円余であるにもかかわらず、課長が

決定していた。 

行政改革

推進課 

マイナポイン

ト予約申込支

援業務委託 

18 【指摘】 

 豊田市職務権限規程別表第１において、

１，０００万円超の監督員及び検査員の任

命決定者は副部長と定められているが、当

該委託に係る積算金額は４，５００万円余

であるにもかかわらず、課長が決定してい

た。 

市政発信

課 

豊田市ホーム

ページ管理シ

ステム更新等

業務委託 

19 【意見】 

 仕様書において、委託する業務内容が明

記されていなかった。 

 契約相手に業務内容が正確に伝わるよ

う、仕様書において明記するよう改善され

たい。 

人事課 コーチング研

修業務委託 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

20 委託業務 【意見】 

 仕様書の委託内容に、ロゴマークを制作

すると記載されているが、その成果物に関

する規定（形式・部数等）が明記されてい

なかった。 

 契約相手に業務内容が正確に伝わるよ

う、仕様書において明記するよう改善され

たい。 

国際まち

づくり推

進課 

豊田市・デト

ロイト市姉妹

都市提携６０

周年記念ロゴ

デザイン制作

委託 

21 【意見】 

 仕様書において、調査に使用するセンサ

ーカメラ（３０台）は市より貸与し、受託

者は作業完了後は貸与品を遅滞なく返却し

なければならないとされているが、借用書

が交わされていなかった。 

 後日、疑義が生じないよう当該物品に係

る借用書を交わすことが望ましい。 

旭支所 ツキノワグマ

生息状況調査

業務委託 

22 【指摘】  

 仕様書において実施することとなってい

る「ＩＣＴを活用した職員満足度調査」に

ついて、当該業務を双方打合せのうえ実施

しないこととしたにもかかわらず、変更契

約に係る手続が行われていなかった。 

情報戦略

課 

新たな行政サ

ービスの構築

に向けた業務

の改善策及び

ＩＣＴの導入

の検討に関す

る業務委託 

23 【指摘】 

 委託業務仕様書において、業務によって

発生する苅草、せん定枝、竹の運搬先を指

定しているが、記載されている運搬先と異

なる施設に運搬又は引取られていた。 

藤岡支所 旧藤岡交流館

周辺敷地草刈

委託 

ほか２件 

- 7 -



№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

24 委託業務 【意見】 

 委託費積算書において、契約予定業者の

参考見積りを基に算出しており、交通費が

実際にかかる費用とかい離があった。また、

宿泊費が複数の委託で異なる単価が採用さ

れていた。 

 委託費の積算方法を検討の上、適正な単

価を採用されたい。 

人事課 次世代リーダ

ー養成研修委

託 

ほか２件 

25 【指摘】 

 個人情報を取り扱う事務の委託基準にお

いて、当該基準の対象となる業務の委託に

は、契約書に個人情報の取扱いに関する特

記を添付することと定められているが、添

付されていなかった。 

 ハラスメント

相談窓口業務

委託 

26  経営戦略

課 

市制７０周年

記念ロゴマー

ク制作業務委

託 

27 【指摘】 

個人情報の取扱い及び情報セキュリティ

に関する特記において、第１条から第４条

までが印字されていなかった。 

防災対策

課 

豊田市災害情

報支援システ

ム等運用支援

委託 

28 【指摘】 

 個人情報の取扱いに関する特記第３条第

２項において、再委託する必要がある場合

は、業務の着手前に書面により再委託する

旨を報告しなければならないとされている

が、報告されていなかった。 

市政発信

課 

豊田市制７０

周年記念映像

及び記念誌等

制作業務委託

29 【指摘】 

 外部委託等におけるセキュリティ管理基

準において、当該基準の対象となる業務を

外部委託する場合は、契約書に情報セキュ

リティに関する特記を添付することと定め

られているが、添付されていなかった。 

人事課 ハラスメント

相談窓口業務

委託 
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

30 委託業務 【指摘】 

 業務委託における長期継続契約の手引に

おいて、検査員及び監督員に変更を要する

場合は、新たに任命することとされている

が、令和２年度は監督員が変更となってい

るにもかかわらず、監督員の変更に伴う任

命が行われていなかった。 

財産管理

課 

豊田市役所受

付案内業務及

び電話交換業

務委託 

31 【指摘】 

 委託契約事務の手引において、変更協議

書は契約相手側の業務担当責任者が記名及

び押印することとされているが、業務担当

責任者でない者（技術者）が記名及び押印

していた。 

稲武支所 大井平公園小

水力発電施設

保守点検業務

委託 

32 【指摘】 

 豊田市契約規則第４２条第３項におい

て、契約内容の変更協議が整ったときは、

遅滞なく変更契約書を作成しなければなら

ないと定められているが、作成されていな

かった。 

小原支所 川見四季桜の

里施設管理業

務委託 

33 【指摘】  

 豊田市立小学校児童重大事故再発防止検

討委員会調査報告書検証業務に係る事務の

補助についての承認において、当該承認に

係る決定行為が行われていなかった。 

法務課 豊田市立小学

校児童重大事

故再発防止検

討委員会調査

報告書検証業

務委託 

34 【意見】 

 支払に関する特記事項として、委託料を

前金一括で支払うこととされていた。 

 委託料は業務に対する対価であるため、

前金払としなければならない明確な理由が

なければ、完了後の支払とされたい。 

小原支所 川見四季桜の

里コウゾ・ミ

ツマタ展示畑

管理業務委託
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№ 監査項目 監 査 結 果  所管課 事業名等 

35 委託業務 【指摘】 

 委託料の支払において、仕様書の特記事

項に支払の時期が明記されているにもかか

わらず、当該規定どおりの支払がされてお

らず、遅延が見受けられた。 

財産管理

課 

豊田市役所本

庁舎等総合管

理業務委託 

ほか２件 

36 【指摘】 

 指定管理者選定委員会事務局からの通知

において、使用料の徴収を委託する場合に

は、基本協定書にその旨を規定することと

されているが、使用料の徴収に係る条文が

記載されておらず、使用料の徴収に係る契

約がされていなかった。 

下山支所 下山トレーニ

ングセンター

及び下山運動

場の管理運営

等に関する指

定管理業務 

ほか２件 

37 物品の管

理 
【指摘】 

 切手の管理において、前月からの繰越枚

数を確認した際や新たなページを起こした

際は、切手等受払い管理簿の確認者欄に押

印すべきところ、押印されていないものが

あった。 

法務課 切手等受払い

管理簿 

38  猿投支所

39  小原支所

40 【指摘】 

 切手の管理において、受入れ及び保管枚

数を確認した際は、切手等受払い管理簿の

確認者欄に押印すべきところ、押印されて

いなかった。 

41 その他 【指摘】 

 法務課長が管理する公印の使用手続にお

いては、決定書等に基づいて作成された公

印使用申請書を法務課に提出し、照合を受

けてから公印を押すこととされている。し

かし、委託業務に係る事務の補助について

の相手方への承認通知において、承認に係

る決定書等がなかったにもかかわらず、公

印（市長印）が押印されていた。 

法務課 公印の管理 
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第２ 工事監査 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、財務事務の執行のうち、工事

請負契約及び工事関係委託契約の執行について、次のとおり監査を実施した。 

１ 監査の対象 

（１）対象となる契約 

全部局に係る工事請負契約及び工事関係委託契約のうち、令和２年度に締結された 

もの及び令和元年度以前に締結し、引き続き令和２年度に契約期間があるもの 

（２）実施対象 

対象となる契約のうち、工事種別、担当部課、事業内容、その他要因を考慮して抽 

出し、以下に掲げる契約について実施した。 

  ア 工事請負契約

№ 工 事 名 契約金額(円) 所管部局 

1 豊田地域医療センター西棟改修工事 264,000,000
都市整

備部 
建築整備課 

2
豊田市消防団詰所格納庫（2-3-2 広川）ト

イレ洋式化工事 
616,000

消防本

部 

（消）総務

課 

3
応急給水支援設備設置工事  市道加納 2

号線ほか 
8,008,000  水道維持課 

4 高岡配水場電気機械設備等改良工事 792,000,000
上下水

道局 

上水運用セ

ンター 

5
（公共）若林駅連立事業関連 汚水管路

支障移転工事 
41,404,000

下水道施設

課 

6
（公共）雨水マンホール蓋更新工事（そ

の３） 
73,480,000

下水道建設

課 

注１ 契約金額は、書類確認時のものであり、最終のものと異なる場合がある。 

注２ №１及び４については、監査委員による書類確認及び現場確認を実施した。 

  イ 工事関係委託契約 

№ 委 託 名 契約金額(円) 所管部局 

1 豊田市汚水適正処理構想策定業務委託 7,370,000
（上下水）

企画課 

2
新豊田川田送水線 水道管幹線実施設計

業務委託 
4,664,000

上下水

道局 
水道整備課

3
東山配水場 配水池更新詳細設計業務委

託 
41,107,000

上水運用セ

ンター 

注 契約金額は、書類確認時のものであり、最終のものと異なる場合がある。 
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２ 監査の実施期間 

  令和３年５月２４日から９月１３日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、財務事務の執行に係る関係書類（別記２）の提出

を求め、以下の①から④までの監査項目に基づき確認した。あわせて、現場の状況確認

及び関係職員からの聴き取りを行った。 

① 契約・検査 

② 計画・設計 

③ 積算 

④ 施工（施工管理・安全管理・品質管理・工程管理の状況等）

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

４ 監査の結果 

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

なお、監査の過程における助言について、参考とされたい。 
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第３ 財政援助団体監査 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、市が補助金、交付金、負担金等の財政的

援助を行っている団体の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、

次のとおり監査を実施した。 

 なお、本監査は、当該財政的援助を行っている部局の部局監査に併せて行った。 

１ 監査の対象 

財政援助団体 財政的援助 所管部局 監査対象期間 

稲武地区養蚕・製糸文化

伝承事業実行委員会 

稲武地区養蚕・製糸文化

伝承事業負担金 

地域振興部 

稲武支所 

令和２年４月１日 

～ 

令和３年３月３１日 

２ 監査の実施期間 

  令和３年５月１７日から９月１３日まで 

３ 監査の方法 

監査は、豊田市監査基準に準拠し、対象団体の出納その他の事務の執行で当該財政的

援助に係るものについて、関係書類（別記３）の提出を求め、以下の①から⑤までの監

査項目に基づき確認した。あわせて、現場の状況確認及び関係職員からの聴き取りを行

った。 

①  財政的援助の内容 

②  補助金等手続 

③  経理処理 

④  内部統制 

⑤  現金等の管理 

また、監査に当たっては、監査等実施計画の主な着眼点に基づき実施した。 

４ 監査の結果  

監査の方法に基づき監査を実施した限りにおいて、適正に処理されているものと認め

られた。 

ただし、以下に掲げるとおり、是正を要する事項【指摘】及び改善を求める事項【意

見】が見受けられたので、速やかに所要の措置を検討し、実施するなど、再発防止又は

改善に向けた取組を求める。あわせて、監査の過程における助言についても、参考とさ

れたい。 
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№ 対 象 監査項目 監  査  結  果 

1 稲武支所 財政的援助

の内容 

【意見】  

 団体が市から受けた負担金の中から、他の団体へ補助

金を支出していた。これにより、補助金等適正化委員会

に付議されずに交付されることになり、補助金の妥当

性、必要性及び金額の妥当性等の審査が客観的にされる

ことがない。 

 地方自治法第２３２条の２の趣旨に反するおそれが

あるため、市からの直接交付に改められたい。 

2  経理処理 【指摘】  

 協定書第４条において、負担金は、豊田市から団体へ

前金払で支払うものとされているが、事業報告書では令

和２年４月から活動が始まっているにもかかわらず、事

業完了間際の令和３年３月１１日に支払われていた。 

3 【指摘】 

 団体事業の支払を、事務局職員（市職員）が長期にわ

たって立替払していたものがあった。  
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第４ 総括意見 

令和３年度前期に実施した監査結果を踏まえ、総括して意見を述べる。 

１ 部局監査

令和３年度の重点監査項目に定めた補助金等交付事務において、交付決定をするまで

の審査過程で、補助金交付要綱等の規定どおりに行われていなかった事例が複数見受け

られた。また、補助金等交付事務及び委託業務において、豊田市職務権限規程に定めら

れている任命権者より下位の職位の者が決定していた事例のほか、委託業務において、

仕様書及び特記事項に明記されていることが実施されていなかった事例や、仕様書及び

特記事項の記載内容そのものの不備といった事例も複数見受けられた。これは、前年度

からの踏襲及び担当者任せで事務を進めたことに起因している。 

補助金等交付事務や委託業務においては、事業者に対して必要な指導が行われていな

い場合、不適正な公金支出のリスクが上昇し、行政全体の公平性や信頼性が失われる可

能性がある。豊田市補助金等交付規則や補助金交付要綱等の規定、委託する仕様書等の

内容について、所属長は常に意識を持って確認し、適宜修正するなど、適正な事務の遂

行に努められたい。 

２ 工事監査

今回の監査では指摘事項などは無く、いずれも適正に実施されていた。これまでの業

務改善の積み重ねによって、仕事の質が向上した成果であり、高く評価したい。 

３ 財政援助団体監査

市から団体への負担金の支払において、協定書で前金払するものと記載されているに

もかかわらず、事業終了間際に支払われていた事例や、団体の事務局である市職員が、

団体事業の支払を長期にわたり自費で立て替えていた事例が見受けられた。これは、担

当者任せで事務を進め、組織として適切に管理していなかったことに起因している。 

団体を所管する所属にあっては、特に市職員が団体の事務局を行っている場合、同様

の事案が起こる可能性があるため、本当に実行委員会形式が適切かといった根本に立ち

返って事務そのものを見直すなど、不適正な経理処理の未然防止を図られたい。 

４ むすび  

上述のとおり、部局監査及び財政援助団体監査において、不適正に処理された事案が

複数見受けられた。なかには、ＯＪＴ（職場での教育訓練）や仕事の与え方など、組織

マネジメントに何らかの問題があるのではと懸念される事案もあった。 

今回の監査の対象としていない部局においても、部長始め全ての管理監督者は、この

報告書を読み込み、継続的に行われている事務について、事務の工程や支払の方法が適

切かという観点から再度見直されたい。また、担当者が一人で業務を抱え込まないよう

良好な職場風土を築くとともに、再発防止策の徹底を図られたい。
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別記１ 部局監査資料目録 

１ 組織及び事務の概要等に関する調書 

２ 歳入予算執行状況 

３ 歳出予算執行状況 

４ 委託業務（工事関係委託を除く。）に関する調書 

５ 補助金等の交付に関する調書 

６ 公有財産（土地）及び借入財産等の状況に関する調書 

７ 公有財産（建物）及び借入財産等の状況に関する調書 

８ 備品現在高調書 

９ その他財務事務の執行に係る関係書類 

  （１）調定決定書、原符（領収書の控え）など収入事務関係 

  （２）補助金関係書類など補助金等交付事務関係 

  （３）契約書など委託業務関係 

  （４）公有財産台帳（土地・建物）、賃貸借及び使用貸借契約書など財産の管理関係 

  （５）物品出納簿など物品の管理関係 

  １０ その他必要な資料 

別記２ 工事監査資料目録 

１ 工事請負契約及び工事関係委託契約に関する調書 

２ その他財務事務の執行に係る関係書類 

（１）請負契約書など豊田市契約規則に定めるもの 

（２）予算執行伺書など豊田市予算決算会計規則に定めるもの 

（３）施工計画書など発注仕様書に定めるもの 

（４）施工プロセスチェックシートなど豊田市工事監督規程に定めるもの 

（５）設計変更協議書など設計変更事務取扱要領に定めるもの 

３ その他必要な資料  

別記３ 財政援助団体監査資料目録

１ 稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会規約 

２ 令和２年度 稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会 委員名簿 

３ 令和２年度 事業計画  

４ 協定書 

５ 令和２年度 事業実績報告書 

６ 令和２年度 稲武地区養蚕・製糸文化伝承事業実行委員会 収支決算書 

７ その他必要な資料 
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